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二
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日
木
曜
日
　
定
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消
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税
込
）一
箇
年
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郵
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五
二
九

山
梨
県
公
報

第
三
百
九
十
八
号

令
和
五
年

七
月
三
十
一
日

月　曜　日

目

次

公

告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

五
二
九

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施	

五
二
九

人
事
委
員
会

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五
三
一

○
山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

五
三
一

公　
　
　

告

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 
郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

特
種
自
動
車
（
多
目
的
作
業
車
）

㈡　

数
量　

一
台

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
資
産
活
用
課
庁
舎
管
理
室

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
六
月
三
十
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

株
式
会
社
キ
ム
ラ

㈡　

住
所　

山
梨
県
甲
府
市
国
母
五
丁
目
十
番
十
七
号

五　

落
札
金
額　

四
千
二
百
八
十
九
万
八
千
九
十
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

◉　

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
後
期
特

定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

対
象
と
な
る

特
定
計
量
器

検
査
年
月
日

検
査
時
間

検
査
会
場

区
域

実
施
機
関

非
自
動
は
か

り
（
計
量
法

施
行
令
（
平

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

九
号
）
第
五

条
第
一
号
又

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

、
分
銅
及
び

お
も
り

令
和
五
年
九
月

六
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

富
士
吉
田
市

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
所

富
士
吉
田

市

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
計
量
協

会

令
和
五
年
九
月

七
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
一
日

同

山
梨
市
役
所

山
梨
市
（

旧
三
富
村

及
び
旧
牧

丘
町
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
三
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
四
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
日

同

甲
州
市
役
所

甲
州
市
（

旧
勝
沼
町

及
び
旧
大

和
村
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

二
十
一
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
七
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

都
留
市
ま
ち

づ
く
り
交
流

セ
ン
タ
ー

都
留
市

同

令
和
五
年
九
月

二
十
八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
九
日

同

同

同

同

令
和
五
年
十
月

四
日

同

大
月
市
役
所

猿
橋
出
張
所

大
月
市

同

令
和
五
年
十
月

五
日

同

大
月
市
西
部

農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー

同

同

令
和
五
年
十
月

六
日

同

大
月
市
民
会

館

同

同

令
和
五
年
十
月

十
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

梨
北
農
業
協

同
組
合
塩
川

営
農
セ
ン
タ

ー

韮
崎
市

同

令
和
五
年
十
月

十
一
日

同

梨
北
農
業
協

同
組
合
甘
利

営
農
セ
ン
タ

ー

同

同

令
和
五
年
十
月

十
二
日

同

韮
崎
市
役
所

同

同

令
和
五
年
十
月

十
三
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
山

梨
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（

平
成
元
年
山
梨

県
条
例
第
六
号

）
に
定
め
る
県

の
休
日
を
除
く

。
）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
（
平

成
五
年
通
商

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）

今
期
検
査

を
実
施
す

る
区
域
全

般

同

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の

間
で
、
個
別
に

県
が
指
定
す
る

日

同

個
別
に
県
が

指
定
す
る
場

所
（
令
和
五

年
十
月
十
三

日
ま
で
に
検

査
を
受
け
な

か
っ
た
場
合

に
限
る
。
）

同

同

皮
革
面
積
計

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
（

山
梨
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例

に
定
め
る
県
の

休
日
を
除
く
。

）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
第
三

十
九
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

に
限
る
。
）

甲
府
市
を

除
く
県
下

全
域

山
梨
県
計
量
検

定
所



山
梨
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百
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八
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五
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七
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一
日

五
三
〇

対
象
と
な
る

特
定
計
量
器

検
査
年
月
日

検
査
時
間

検
査
会
場

区
域

実
施
機
関

非
自
動
は
か

り
（
計
量
法

施
行
令
（
平

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

九
号
）
第
五

条
第
一
号
又

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

、
分
銅
及
び

お
も
り

令
和
五
年
九
月

六
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

富
士
吉
田
市

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
所

富
士
吉
田

市

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
計
量
協

会

令
和
五
年
九
月

七
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
一
日

同

山
梨
市
役
所

山
梨
市
（

旧
三
富
村

及
び
旧
牧

丘
町
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
三
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
四
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
日

同

甲
州
市
役
所

甲
州
市
（

旧
勝
沼
町

及
び
旧
大

和
村
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

二
十
一
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
七
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

都
留
市
ま
ち

づ
く
り
交
流

セ
ン
タ
ー

都
留
市

同

令
和
五
年
九
月

二
十
八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
九
日

同

同

同

同

令
和
五
年
十
月

四
日

同

大
月
市
役
所

猿
橋
出
張
所

大
月
市

同

令
和
五
年
十
月

五
日

同

大
月
市
西
部

農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー

同

同

令
和
五
年
十
月

六
日

同

大
月
市
民
会

館

同

同

令
和
五
年
十
月

十
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

梨
北
農
業
協

同
組
合
塩
川

営
農
セ
ン
タ

ー

韮
崎
市

同

令
和
五
年
十
月

十
一
日

同

梨
北
農
業
協

同
組
合
甘
利

営
農
セ
ン
タ

ー

同

同

令
和
五
年
十
月

十
二
日

同

韮
崎
市
役
所

同

同

令
和
五
年
十
月

十
三
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
山

梨
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（

平
成
元
年
山
梨

県
条
例
第
六
号

）
に
定
め
る
県

の
休
日
を
除
く

。
）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
（
平

成
五
年
通
商

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）

今
期
検
査

を
実
施
す

る
区
域
全

般

同

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の

間
で
、
個
別
に

県
が
指
定
す
る

日

同

個
別
に
県
が

指
定
す
る
場

所
（
令
和
五

年
十
月
十
三

日
ま
で
に
検

査
を
受
け
な

か
っ
た
場
合

に
限
る
。
）

同

同

皮
革
面
積
計

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
（

山
梨
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例

に
定
め
る
県
の

休
日
を
除
く
。

）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
第
三

十
九
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

に
限
る
。
）

甲
府
市
を

除
く
県
下

全
域

山
梨
県
計
量
検

定
所

対
象
と
な
る

特
定
計
量
器

検
査
年
月
日

検
査
時
間

検
査
会
場

区
域

実
施
機
関

非
自
動
は
か

り
（
計
量
法

施
行
令
（
平

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

九
号
）
第
五

条
第
一
号
又

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

、
分
銅
及
び

お
も
り

令
和
五
年
九
月

六
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

富
士
吉
田
市

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
所

富
士
吉
田

市

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
計
量
協

会

令
和
五
年
九
月

七
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
一
日

同

山
梨
市
役
所

山
梨
市
（

旧
三
富
村

及
び
旧
牧

丘
町
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
三
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
四
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
日

同

甲
州
市
役
所

甲
州
市
（

旧
勝
沼
町

及
び
旧
大

和
村
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

二
十
一
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
七
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

都
留
市
ま
ち

づ
く
り
交
流

セ
ン
タ
ー

都
留
市

同

令
和
五
年
九
月

二
十
八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
九
日

同

同

同

同

令
和
五
年
十
月

四
日

同

大
月
市
役
所

猿
橋
出
張
所

大
月
市

同

令
和
五
年
十
月

五
日

同

大
月
市
西
部

農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー

同

同

令
和
五
年
十
月

六
日

同

大
月
市
民
会

館

同

同

令
和
五
年
十
月

十
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

梨
北
農
業
協

同
組
合
塩
川

営
農
セ
ン
タ

ー

韮
崎
市

同

令
和
五
年
十
月

十
一
日

同

梨
北
農
業
協

同
組
合
甘
利

営
農
セ
ン
タ

ー

同

同

令
和
五
年
十
月

十
二
日

同

韮
崎
市
役
所

同

同

令
和
五
年
十
月

十
三
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
山

梨
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（

平
成
元
年
山
梨

県
条
例
第
六
号

）
に
定
め
る
県

の
休
日
を
除
く

。
）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
（
平

成
五
年
通
商

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）

今
期
検
査

を
実
施
す

る
区
域
全

般

同

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の

間
で
、
個
別
に

県
が
指
定
す
る

日

同

個
別
に
県
が

指
定
す
る
場

所
（
令
和
五

年
十
月
十
三

日
ま
で
に
検

査
を
受
け
な

か
っ
た
場
合

に
限
る
。
）

同

同

皮
革
面
積
計

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
（

山
梨
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例

に
定
め
る
県
の

休
日
を
除
く
。

）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
第
三

十
九
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

に
限
る
。
）

甲
府
市
を

除
く
県
下

全
域

山
梨
県
計
量
検

定
所



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
八
号
　
　
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

五
三
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

細　
　

谷　
　

憲　
　

二

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
当
該
意
思
決
定
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
文
書
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

一
条
第
四
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
起
案
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
添
付
文
書
管
理
票
に
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
つ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
文
書
管
理
者
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合

二　

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
支
出
負
担
行
為
伺
い
、
同
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
命
令
書
、
同
規
則

第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
品
要
求
書
若
し
く
は
同
規
則
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
物
品
修
繕
要
求
書
で
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
添
付
す
る
文
書
で
あ
る
場
合

で
あ
つ
て
、
円
滑
な
事
務
処
理
の
た
め
紙
文
書
の
ま
ま
回
議
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て

文
書
管
理
者
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

備
考　

検
査
時
間
は
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

細　
　

谷　
　

憲　
　

二

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

対
象
と
な
る

特
定
計
量
器

検
査
年
月
日

検
査
時
間

検
査
会
場

区
域

実
施
機
関

非
自
動
は
か

り
（
計
量
法

施
行
令
（
平

成
五
年
政
令

第
三
百
二
十

九
号
）
第
五

条
第
一
号
又

は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

、
分
銅
及
び

お
も
り

令
和
五
年
九
月

六
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

富
士
吉
田
市

選
挙
管
理
委

員
会
事
務
所

富
士
吉
田

市

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
計
量
協

会

令
和
五
年
九
月

七
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
一
日

同

山
梨
市
役
所

山
梨
市
（

旧
三
富
村

及
び
旧
牧

丘
町
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
三
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

十
四
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
日

同

甲
州
市
役
所

甲
州
市
（

旧
勝
沼
町

及
び
旧
大

和
村
を
除

く
。
）

同

令
和
五
年
九
月

二
十
一
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
二
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
七
日

午
前
十
時
半
か

ら
午
後
三
時
ま

で

都
留
市
ま
ち

づ
く
り
交
流

セ
ン
タ
ー

都
留
市

同

令
和
五
年
九
月

二
十
八
日

同

同

同

同

令
和
五
年
九
月

二
十
九
日

同

同

同

同

令
和
五
年
十
月

四
日

同

大
月
市
役
所

猿
橋
出
張
所

大
月
市

同

令
和
五
年
十
月

五
日

同

大
月
市
西
部

農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー

同

同

令
和
五
年
十
月

六
日

同

大
月
市
民
会

館

同

同

令
和
五
年
十
月

十
日

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

梨
北
農
業
協

同
組
合
塩
川

営
農
セ
ン
タ

ー

韮
崎
市

同

令
和
五
年
十
月

十
一
日

同

梨
北
農
業
協

同
組
合
甘
利

営
農
セ
ン
タ

ー

同

同

令
和
五
年
十
月

十
二
日

同

韮
崎
市
役
所

同

同

令
和
五
年
十
月

十
三
日

午
前
十
時
か
ら

正
午
ま
で

同

同

同

令
和
五
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
山

梨
県
の
休
日
を

定
め
る
条
例
（

平
成
元
年
山
梨

県
条
例
第
六
号

）
に
定
め
る
県

の
休
日
を
除
く

。
）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
（
平

成
五
年
通
商

産
業
省
令
第

七
十
号
）
第

三
十
九
条
第

一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場

合
に
限
る
。

）

今
期
検
査

を
実
施
す

る
区
域
全

般

同

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の

間
で
、
個
別
に

県
が
指
定
す
る

日

同

個
別
に
県
が

指
定
す
る
場

所
（
令
和
五

年
十
月
十
三

日
ま
で
に
検

査
を
受
け
な

か
っ
た
場
合

に
限
る
。
）

同

同

皮
革
面
積
計

令
和
五
年
十
月

十
四
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
（

山
梨
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例

に
定
め
る
県
の

休
日
を
除
く
。

）

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

特
定
計
量
器

の
所
在
の
場

所
（
特
定
計

量
器
検
定
検

査
規
則
第
三

十
九
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

に
限
る
。
）

甲
府
市
を

除
く
県
下

全
域

山
梨
県
計
量
検

定
所



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
八
号
　
　
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

五
三
二

中
「
文
書
管
理
者
が
事
務
処
理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
供
覧
を
受
け

る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害
等
に
よ
り

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
供
覧
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で
あ
る
場

合
」
を
「
直
ち
に
供
覧
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
」
を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
紙
文
書
で
あ

る
」
を
「
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

三　

特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
の
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
第

二
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他

秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器

に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で
取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
十
七
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
文
書
管
理
者
が
事
務
処

理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
審
査
を
行
う
者
若
し
く
は
決
裁
権
限
を
有

す
る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害
等
に
よ

り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
起
案
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で
あ
る
場

合
」
を
「
直
ち
に
意
思
決
定
が
必
要
な
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」

を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
起
案
文
書
」
を
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
「
起
案
文

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五

項
中
「
紙
文
書
で
あ
る
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
作
成
し
」
の
下
に
「
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
供
覧
す
る
文
書
等
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い

う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
供
覧
用
紙
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
つ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
文
書
管
理
者
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合

二　

特
定
個
人
情
報
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器
に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で

取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
二
十
五
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号


